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定款一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、2022年２月14日開催の取締役会において、2022年３月29日開催予定の第58期定時株主総

会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたしま

す。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

（１）当社は、昨今の新型コロナウイルス等の感染症拡大や、天災地変等の有事が発生し、株主

総会の開催に大きく影響がある場合を想定し、株主様の健康や安全に配慮し株主総会を開

催するべく、取締役会が判断したときには、場所の定めのない株主総会を開催することが

できるよう、定款の変更を行うものであります。 

（２）電子提供制度の創設に関する改正法に関しまして 2022 年度中の施行が予定されているこ

とから、株主の皆様への書面交付請求手続きを考慮し、電子提供制度に関する規定の新設

等の変更を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日  2022年３月29日（火） 

  定款変更の効力発生日       2022年３月29日（火） 

 

以上 

  

会 社 名 共同ピーアール株式会社 

代表者名 代表取締役社長 谷 鉄也 

  （コード番号：２４３６） 

問合せ先 取締役コーポレート本部本部長 信澤 勝之 

（ＴＥＬ：０３－６２６０－４８５０） 



＜別紙＞ 

＊下線部は変更部分 

現行定款 変更案 

 

第１条～第 13条 ＜条文省略＞ 

 

 

 

（招集地） 

第 14 条 当会社の株主総会は、東京都区内で開

催する。 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

第 15 条    ＜条文省略＞ 

 

 

 

 

（株主総会参考書類等のインターネット開示と

みなし提供） 

第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類、事業報告、計算書類

及び連結計算書類に記載又は表示を

すべき事項に係る情報を、法務省令に

定めるところに従いインターネット

を利用する方法で開示することによ

り、株主に対して提供したものとみな

すことができる。 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

] 

 

 

第 17条～第 46条 ＜条文省略＞ 

 

附則 

第１条      ＜条文省略＞ 

 

 

 

 

＜新設＞ 

 

第１条～第 13条 ＜現行どおり＞ 

 

 

 

（招集地） 

第 14 条 当会社の株主総会は、東京都区内で開

催する。 

②当会社の株主総会は、取締役会が判断したとき

には、場所の定めのない株主総会とすることがで

きる。 

 

 

第 15 条    ＜現行どおり＞ 

 

 

 

 

 

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株主総会参考書類等の電子提供措置） 

第 16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類等の内容である情報について、電子

提供措置をとるものとする。 

②当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で

定めるものの全部または一部について、書面の交

付を請求した株主に対して交付する書面に記載

することを要しないものとする。 

 

第 17条～第 46条 ＜現行どおり＞ 

 

附則 

第１条      ＜現行どおり＞ 

 

 

（株主総会参考書類等の電子提供制度に関する

経過措置） 

第２条 ①変更前定款第１６条の規定の削除お

よび変更後定款第１６条の規定の新設は、会社法

の一部を改正する法律（令和元年法律第 70号）附

則第１条ただし書きに定める施行日（以下、「施



行日」という。）から効力を生ずるものとする。 

②施行日から次の定めを有するものとする。 

 ・当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会

参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書

類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、

法務省令に定めるところに従いインターネット

を利用する方法で開示することにより、株主に対

して提供したものとみなすことができる。 

なお、本定めは、施行日から 6か月を経過した

日、もしくは施行日から６か月以内に開催する最

後の株主総会の日から 3か月を経過した日のいず

れか遅い日まで、効力を有するものとする。 

③本条は、前項で定めるいずれか遅い日をもって

これを削除する 

 


